
 

 

第 10 期かながわ県民活動サポートセンター協議会 

会長及び副会長の選出について 

 

１ 概要 

第１回協議会において、会長及び副会長を委員の互選により決定するが、書

面開催のため、事前に候補者の立候補、推薦を受け付ける。 

 

２ 今後の日程について 

 以下の日程で、会長及び副会長を選出する。 

 

６月 10 日（金） 第１回協議会書面表決書提出締切 

６月 17 日（金） 
第１回協議会書面表決結果通知 
（確定した立候補・推薦用紙の送付） 

６月 28 日（火） 立候補・推薦用紙提出締切 

７月５日（火） 候補者名簿及び投票用紙送付 

７月 15 日（金） 投票締切 

７月 22 日（金） 会長及び副会長決定通知送付 

 

 

３ 立候補・推薦用紙（案）について 

  別添１のとおり 

 

議案 



 
 

 

 
 

 
 
 

第 10 期サポートセンター協議会会長、副会長立候補・推薦用紙（案） 

 
 

第 10 期サポートセンター協議会（会長／副会長）に立候補します。 

 
 

立候補理由 
 

※会長、副会長どちらかに○を付けていただくよう、お願いいたします。 
 

 

第 10 期サポートセンター協議会（会長／副会長）候補者として、 

次の委員を推薦します。 

 
 

推薦理由 
 

※会長、副会長どちらかに○を付けていただくよう、お願いいたします。 
   
   上記のとおり提出します。 
 

              年 月 日 
                 委員氏名            

別添１ 

候補者氏名 

候補者氏名 



※五十音順　敬称略

所　　属　　団　　体 備考

1 青木　敏彦

2 伊藤　基治 ＮＰＯ法人　INBA

3 宇野　透 横浜会

4 岡　実 工房いなほ

5 カー助くん 新規委員

6 小泉　賢司 かながわ手談倶楽部伯帥会・横浜はくすい交流の会

7 高木　誠 神奈川県歴史教育者協議会/アジア・フォーラム横浜

8 高沢　幸男 寿支援者交流会

9 永井　裕 一般社団法人　みなと横浜改造市民会議

10 芳賀　元鑑 ＮＰＯ法人　アジア農業フォーラム機構

11 藤澤　裕子 特定非営利活動法人 　地球学校

12 三谷　晃一 NPO法人　 NPO日本キャリア・コンサルタント協会

13

14

※五十音順　敬称略

利用者委員

利用者委員

　　  第10期かながわ県民活動サポートセンター協議会委員名簿

令和4年4月1日現在

区　分 氏　名

利用者委員

利用者委員

利用者委員

利用者委員

利用者委員

かながわ県民活動サポートセンター　所長

利用者委員

※備考欄に「新規委員」と記載のある委員は委員歴が初めての委員

利用者委員

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ委員

利用者委員

利用者委員

利用者委員

かながわ県民活動サポートセンター　ボランタリー活動サポート課長ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ委員

別添２



かながわ県民活動サポートセンター協議会要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 かながわ県民活動サポートセンター協議会（以下「協議会」という。）は、利用者の意見をかな

がわ県民活動サポートセンター（以下「サポートセンター」という。）の運営に反映させ、県民に開か

れたものとするとともに、利用者の自主的な活動を一層促進するため設置する。この協議会では、利

用者とサポートセンターが対等に協議を行うものとする。 

 

（役割） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を行う。 

（１）サポートセンターの運営及び利用についての協議 

（２）幅広く意見交換を行う交流の場の企画運営 

（３）その他必要と認める事項 

 

（委員） 

第３条 協議会は、次項に掲げる者から構成される。 

２ (1)利用者委員 

    ２０名以内とし、サポートセンター利用者若しくは今後利用する意思のある者の中から公募

により選任し、任期は２年とする。 

  (2)サポートセンター委員 

     ２名とし、所長、ボランタリー活動サポート課長とする。ただし、必要があるときは関係課

長等が出席する。 

３ 利用者委員の公募の方法等については別に定める。 

  ４ 委員が途中で替わるときは、任期は前任者の残任期間とする。 

  

（役員） 

第４条 協議会に、会長と副会長を置き、委員の互選により定める。 

 ２ 会長は、協議会を代表する。 

 ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

（会議） 

第５条 協議会は、会長が招集し、議事進行を行う。 

２ 協議会は委員の過半数の出席をもって成立する。 

３  協議会運営のための委員会を設け、会議の日程、協議事項等について事前に調整することができ

る。 

４  協議会に部会を設けることができる。 

５ 委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。 

６  会議は、一般の傍聴を認めるとともに、会議結果は公開する。 

７  協議会の出席については報酬及び旅費等は支給しないものとする。 

 

（事務局） 

第６条 協議会の円滑な運営に資するために事務局を設ける。 

 ２ 事務局は、サポートセンター内に置く。  

 

（その他） 

第７条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は別に定める。 

別添３ 



附 則 

この要綱は、平成１５年９月１６日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月２１日から施行する。 

 

附 則 

１ 第３条第２項２の（１）の規定にかかわらず、第２期利用者委員の任期は平成１７年１１月４日か

ら平成２０年３月３１日までとする。 

２ この要綱は、平成１７年９月１５日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成１９年１２月６日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 


